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ガイドラインの対象範囲
（道路・公園等の公共空間をのぞく ）

序. 若葉住宅地区都市デザインガイドラインの位置づけ

（１）街づくりの基本的な方向性

　幕張新都心文教若葉地区都市デザインガイドラインは、平成 20 年 4

月 ( 平成 26 年 7 月一部改訂）に策定したマスタープランを受け、当

地区の事業において、特に重点を置いている都市デザインについて具

体的な展開のあり方を示したもので、今後の街づくりにあたって目標

とする都市のイメージ・都市デザインのテーマや街づくりの方向を示

すものであり、関係者間の共通認識とするものである。

（２）「ゆるやかなガイドライン」・「進化するガイドライン」

　本地区の街づくりは、南側に位置するベイタウンに続き、千葉県企

業庁が事業主体となって進める住宅機能を導入した新たな街づくりで

ある。街づくりを進めるに当たっては、ベイタウンとの調和、連携に

配慮しつつ独自の街づくりを目指すものとする。本ガイドラインでは

事細かに決め込むことなく、事業者の創意工夫ある提案を求める「ゆ

るやかなガイドライン」として出発し、街づくりが進展していく中で

街とともに成長していく「進化するガイドライン」とする。

（３）ガイドラインを運用する地区管理システムの確立

　街づくりの指針として「進化するガイドライン」を有効な手法とし

ていくためには、これを適切に運用管理していくシステムの存在が重

要である。本ガイドラインでは、従来のガイドラインが示す都市デザ

インの基準に加え、その運用管理と、整備後に住む人々が目指す街の

維持管理の実現に向けた仕組みを含め、地区管理システムとして業務

内容や組織化等について例示している。

　



1 . 幕張新都心若葉住宅地区・文教地区未利用地
マスタープラン

1.計画フレーム
2.土地利用計画
3.道路・公共公益施設配置計画
4.住宅配置計画

（平成26年7月改訂版）
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1 . 計画フレーム

2 . 土地利用計画

計画面積　　　　　　　33.9ha

計画人口　　　約　   10,000人

計画戸数　　　約　     4,000戸

　土地利用計画を以下のように定める 。

□住宅・複合用途街区A：
　業務・商業、教育・文化、医療・福祉・子育て等多様な機能と住宅が複合する街区

□住宅・複合用途街区B:
　住宅・複合街区Aと同様に、多様な都市機能と住宅が複合する街区であるが、主
　として住機能の導入を図る街区

　

土地利用種別 面積(ha） 比率（％） 備考 

宅 
 
 
 
地 

住宅 

住宅・複合用途街区Ａ ０．７   ２．１  

住宅・複合用途街区Ｂ １６．９ ４９．７  

小  計 １７．６ ５１．８  

公益施設 

小学校・公益施設用地 ５．３ １５．７ １箇所 

ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ用地 １．６ ４．６  

文教用地 １．２ ３．７  

小  計 ８．１ ２４．０  

計 ２５．７ ７５．８  

公
共
用
地 

道路  ４．６ １３．６  

公園・緑地 

公園 ２．３ ６．６ ２箇所 

緑地 １．３ ４．０  

  小  計 ３．６ １０．６  

        計 ８．２ ２４．２  

    合      計 ３３．９ １００．０  
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②

⑥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地利用種別 面積(ha) 

宅

地 

 住宅・複合用途街区 A ０．７ 

住宅・複合用途街区 B １６．９ 

 小学校・公益施設用地 ５．３ 

ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ用地 １．６ 

文教用地 １．２ 

小 計 ２５．７ 

公

共

用

地 

 道 路 ４．６ 

 公 園 ２．３ 

 緑 地 １．３ 

小 計 ８．２ 

合 計 ３３．９ 

 

 

ｲﾝﾀｰ 

ﾅｼｮﾅﾙｽｸ

ｰﾙ 
文教 

小学校・ 

公益施設 

 

保育所 
0.2ha 

文教用地 
1.2ha 

2.4ha 

県立幕張総合高校 

JA 共済 

幕張研修 

センター 

幕張 

ｲﾝﾀｰ 

ﾅｼｮﾅﾙ 

ｽｸｰﾙ 

県立 

幕張総合高校 

アジア 

経済 

研究所 
文教 

A 

 

 B B 

B B B 

小学校・ 

公益施設 

土地利用計画図

B

B
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3 . 道路・公共公益施設配置計画

　当該計画地内を南北方向に貫通する既存道路を地区外と地区内を結ぶ主要

な道路である地区幹線道路（アクセス道路）として存続配置する。

　計画地内には、公園大通りから、地区幹線道路と接続して、さらに花見川

通りと接続する区画道路を東西方向に配置する。また、地区幹線道路に平行

して南北方向に区画道路を配置する。

　これらの区画道路は、歩車共存道路として、海浜幕張駅から、計画地を東

西方向に貫通し、花見川緑地沿いを南北方向に貫通する歩行者ネットワーク

の主軸を形成する。

　当該計画地内を特徴付ける楕円型の公園を中央部に配置して、周辺の歩車

共存道路、各街区の公開空地とともにコミュニティの中心核を形成する。また、

当該計画地の立地特性を活かし、学校等の教育施設及び公益施設を既存の文

教施設側に集約して配置する。

道路配置計画

公共公益施設配置計画

学校等・公益施設用地
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4 . 住宅配置計画

　周辺環境との調和を図りながら、個性的な街のシルエットやシーク

エンス等の景観形成に配慮しながら、多様で変化に富んだ住宅を中心

とする複合機能を有する市街地を形成する。

　このため、住宅・複合用途街区 Aでは、低層部のショッピングモー

ルを中心として、業務・教育・文化機能・子育て等の多様な機能と一

体となった都市型の中層住宅を、住宅・複合用途街区Ｂでは、低層部

に沿道型商業施設のほかに、医療・福祉、子育て・コミュニティー等

の生活サービス関連機能が充実した都市型の高層住宅を配置する。

B

B







・子育て等、複合
　的な機能が連携する街並みの形成



当

当





物

　　　　　　　　　　　・子育て・福祉等の複合的な機能が有機的に

連携する都市生活を創造する。
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1 . 街のエリア区分

　本地区は性格の異なるいくつかのエリアに区分することができる。

住宅・複合用途街区 Aを中心としたエリアは、中央を東西に走る区画   

道路１号線を空間の主軸としている。その東側に続く住宅・複合用途

街区 Bを中心としたエリアは、中央部の近隣公園を囲んで一体的なま

とまりを形成し、最もボリュームが大きい。北側に続く部分は、花見

川緑地と文教施設にはさまれた学校等・公益施設街区であり、ハイテ

ク通りによって地区内の他の部分から区切られている。都市デザイン

を考えるに当たっては、それぞれのエリアの特性を明確にし、エリア

ごとのテーマに基づいた街並形成を図るものとする。

　このような観点から当地区を以下の３つのエリアに区分する。

　　コミュニティストリートエリア

　　 

    ローンパークエリア  （住宅・複合用途街区Ｂ＋公園）

（住宅・複合用途街区Ａ、Ｂ＋

  文教用途街区）

　　

    リバーサイドエリア（学校等・公益施設街区＋公園）　　

コミュニティストリートエリア(住宅・複合用途街区Ａ、Ｂ＋文教用途街区）

ローンパークエリア（住宅・複合用途街区Ｂ＋公園）

リバーサイドエリア(学校等・公益施設街区＋公園）　

エリア区分図

学校等・
公益施設街区

住宅・複合用途街区Ｂ

住宅・複合用途街区A

公園

近隣公園

幕張海浜公園

花見川

花見川
緑地

Ｂ-7文教施設

　Ｂ-1

INS Ｂ-6 Ｂ-5

Ｂ-4Ｂ-3Ｂ-2

A

海浜幕張駅
JR京葉線

ハイテク通り



施設に裏を向けないようなデザインとするとともに、緩衝緑地を設
けるなど、配慮する。

　幕張海浜公園から、地区へのエントランス部分に当たり、海浜幕張

駅方面からのゲートとなる。アジア経済研究所と JA 共済幕張研修セ

ンターとに挟まれた導入部からはじまる交流・環境軸であるコミュ

ニティ道路（区画道路１号線）を軸として細長いエリアと南側の住宅

・複合用途街区とで構成される。　
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住宅・複合用途街区

文教施設INS

公園

幕張海浜公園

幕張海浜駅へ

幕張海浜駅へ

タウンゲート

タウンゲート

縁空間

縁空間

縁空間

シンボルスクエア

A

Ｂ-1

道路敷地 敷地

道路 モールエリア幕張海浜公園

道路敷地 敷地

ポケットパーク

縁空間

コミュニティ道路
（区画道路１号線）
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2

ベイタウン連携軸

交流・環境軸

　

　

交流・環境軸
　中央部に配置される公園を中心として、６つの街区によって構成
される。西側はコミュニティストリートエリア、東側は花見川緑地
に接する。北側にリバーサイドエリアが連なる。
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縁空間

タウンゲート

海浜幕張駅から幕張海浜
公園・コミュニティストリ
ートエリアを経由したロ
ーンパークエリアのエント
ランス空間

ローンパークエリアからリバーサイドエリ
アへと引き込むポイントとなる小広場

縁空間

B-３

B-５

B-２ B-４

B-６B-７

【シンボルスクエア】:地区の中心的な空間

　コミュニティストリートエリアにつながるベイタウン連携軸と交流・

環境軸との交点には、地区の中心的な空間となり、またコミュニティ

道路のアイストップとなるよう、街角空間を活用したシンボルスクエ

アを設けると共に建築ファサードに工夫をする。

【街角スクエア】：区画道路との交差点

　区画道路との交点である箇所は街角スクエアとして位置づけ、建築フ

ァサードや空間整備を工夫する。
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3）リバーサイドエリア
（１）エリア特性

　駅からは最も遠く、文教地区に隣接している花見川緑地沿いにあっ

て、川への眺望も豊かに開けている。また、花見川対岸および、湾岸

道路からも新都心の前景として良く眺められるエリアであり、外部へ

の見え方にも配慮する必要がある。

（２）街並形成の方針(次ページ図参照）

　川への眺望を生かし、また川側からの景観にも配慮する。

　

　｢川沿いにたたずむ街区｣
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B-6
B-5





風の道を確保する。

若葉住宅地区・
文教地区未利用地









[敷地内歩行者通路]

　中庭等を利用し、Ｂ-１街区に街区内を通り抜けられる通路を1以上
設ける。
　中庭には十分な緑化を行う。





　区画道路2・3号線に面する部分は商業・業務・福祉・子育て・住宅
や集合住宅エントランス・コミュニティスペース等の複合用途とする。
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ファサードのデザインは、裏側的な表情とならないよう配慮する

＜外部への景観上の配慮＞

・単調な住棟を直線的に連続させるこ

とを避け、変化のある景観をつくる

・風の道を確保

■東京方面よりローンパークエリア南側を見る（京葉線電車よりの視線）

↑ベイタウン側↑若葉住宅地区側

↑リバーサイドエリア↑ローンパークエリア

■花見川緑地側よりローンパークエリア北側、リバーサイドエリア南側を見る

北側の幹線道路沿い

南側の線路沿い

リバーサイドエリアへの主要動線

ベイタウン連携軸

花見川通り沿い



　建物のデザインに当たっては、花見川からの風の通り道を確保す
る。
　また、川への視線の抜けを意識した開放感あるファサードデザイ
ンを心がける。同時に川及び対岸からの景観に配慮したデザインを
行う。


